
発議第 １０ 号 

 

 

マイナンバー制度の導入延期を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２７年７月８日提出 

         提出者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

 

 

  



マイナンバー制度の導入延期を求める意見書 

 

昨 年 ５ 月 に 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利

用 等 に 関 す る 法 律 」 が 成 立 し 、 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 、 い わ ゆ る マ イ ナ

ン バ ー制 度 が 導 入 さ れ 、本 年 １ ０ 月 か ら個 人 番 号・法 人 番号 が 通 知 さ れ 、

平 成 ２ ８ 年 １ 月 か ら 順 次 、 各 行 政 機 関 に お い て 利 用 が 開 始 さ れ る 予 定 と

な っ てい る 。  
 こ の 制 度 は 、 国 民 一 人 ひ と り に 固 有 の 番 号 を 割 り 振 る も の で あ り 、 国

や 地 方 公 共 団 体 で 分 散 管 理 さ れ て い る 年 金 や 納 税 等 の 個 人 情 報 を 、 相 互

に 利 用 で き る 仕 組 を 構 築 す る こ と に よ り 、 行 政 手 続 の 効 率 化 や 簡 素 化 を

図 る とと も に 、 国 民 の利 便 性 の 向 上 につ な げ る こ と を目 的 と し て い る。  
 し か し な が ら 、 年 金 情 報 や 企 業 に お け る 個 人 情 報 の 流 出 事 案 な ど 情 報

漏 え い に 見 ら れ る よ う に こ の 制 度 が 個 人 の プ ラ イ バ シ ー と 密 接 に 関 連 し 、

個 人 情 報 の 漏 え い や 目 的 外 使 用 、 更 に は 成 り す ま し 等 の 犯 罪 被 害 の 拡 大

が 指 摘 さ れ て い る 。 同 時 に 、 導 入 に あ た っ て の 多 大 な 経 費 負 担 を 地 方 公

共 団 体 や 市 内 中 小 零 細 業 者 に 求 め つ つ も 、 情 報 漏 れ を 絶 対 的 に 防 ぐ プ ロ

グ ラ ム が 現 時 点 で は 存 在 し な い 。 ま た 官 民 含 め 全 国 津 々 浦 々 ま で 、 必 要

不 可 欠 な 情 報 連 携 の 根 幹 を 担 う シ ス テ ム 整 備 な ど は 官 民 含 め 現 時 点 で は

充 分 整っ て い な い 。  
以 上 の こ と か ら 、 こ の ま ま 導 入 す れ ば 、 社 会 的 混 乱 と よ り 一 層 の 政 治

不 信 、そ し て 新 た な 犯罪 が 広 が り か ねな い 。  
よ っ て 、 国 会 及 び 政 府 に 対 し 、 マ イ ナ ン バ ー 制 度 の 導 入 延 期 を 強 く 要

望 す る。  
以 上 、地 方 自 治 法 第 ９９ 条 の 規 定 に より 意 見 書 を 提 出す る 。  

 

２０１５年７月８日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

財務大臣   麻生 太郎 様  
総務大臣   高市 早苗 様  
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様  
内閣官房長官 菅 義偉 様  

 

                      千葉県流山市議会 

 



発議第 １１ 号 

 

 

危険なオスプレイ配備計画の撤回を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２７年７月８日提出 

         提出者 

流山市議会議員 小田桐 仙 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    徳増 記代子 

〃    乾 紳一郎 

 

  



危険なオスプレイ配備計画の撤回を求める意見書 

 

日 米 両 政 府 は ５ 月 １ ２ 日 、 ２ ０ １ ７ 年 よ り 米 空 軍 横 田 基 地 に 、 特 殊

作 戦 用 の 垂 直 離 着 陸 輸 送 機 Ｃ Ｖ ２ ２ オ ス プ レ イ 配 備 の 計 画 を 発 表 し た 。 

会 見 で は 、 中 谷 元 防 衛 大 臣 は 「 わ が 国 政 府 と し て 独 自 に 分 析 評 価 を

行 い 、 機 体 の 安 全 性 を 確 認 し た 」 と し て 、 そ の 安 全 性 を 強 調 し て い た

に も か か わ ら ず 、 わ ず か ６ 日 後 の １ ８ 日 、 米 海 兵 隊 所 属 の 垂 直 離 着 陸

機 Ｍ Ｖ ２ ２ オ ス プ レ イ が 、 ハ ワ イ で の 訓 練 中 に 墜 落 炎 上 、 ２ 人 が 死 亡

す る 重 大 事 故 が 発 生 し た 。  

日 本 政 府 は 、「 事 故 原 因 な ど 速 や か な 情 報 提 供 を 求 め る 」と し て い た

も の の 、 米 軍 自 身 が ま だ 事 故 原 因 を 明 ら か に し て い な い も と で 、 菅 義

偉 内 閣 官 房 長 官 は 「 オ ス プ レ イ は 安 全 だ 」 と 一 方 的 に 断 定 。 中 谷 防 衛

大 臣 も 「 安 全 に つ い て は 、 米 側 が 判 断 す べ き だ 」 と し て 、 飛 行 停 止 は

求 め な い 考 え を 示 し た の で あ る 。  

日 本 国 民 の 命 と 安 全 ・ 安 心 を 守 る の で は な く 、 米 軍 を 守 る か の よ う

な 姿 勢 に「 い っ た い ど こ の 国 の 政 府 な の か 」「 日 本 は 独 立 国 な の か 」な

ど 、 批 判 の 声 が 起 こ る の も 当 然 で あ る 。  

防 衛 省 の ２ ０ １ ２ 年 ９ 月 の 資 料 で は 、 １ ０ 万 飛 行 時 間 当 り の 重 大 航

空 事 故 （ ク ラ ス Ａ ） の 件 数 は 、 Ｍ Ｖ ２ ２ 機 で １ ． ９ ３ 件 、 Ｃ Ｖ ２ ２ 機

は １ ３ ． ４ ７ 件 と さ れ て い る 。 人 口 過 密 の 首 都 ・ 東 京 に 、 ハ ワ イ で 事

故 を 起 こ し た Ｍ Ｖ ２ ２ 機 よ り 、７ 倍 も 事 故 割 合 が 高 い と さ れ る Ｃ Ｖ  

２ ２ 機 を 配 備 す る な ど は 論 外 で あ る 。  

よ っ て 、 本 市 議 会 は 国 に 対 し 、 米 軍 横 田 基 地 な ど へ の 危 険 な オ ス プ

レ イ の 配 備 計 画 は 撤 回 す る よ う 強 く 求 め る も の で あ る 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

平成２７年７月８日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

外務大臣   岸田 文雄 様  
防衛大臣   中谷 元 様  

 
                      千葉県流山市議会 

 



発議第 １２ 号 

 

 

国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）にむけ、

国際的責任を積極的に果たすよう求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２７年７月８日提出 

         提出者 

流山市議会議員 乾 紳一郎 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 大塚 洋一 

〃    植田 和子 

〃    徳増 記代子 

 

 

  



国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）にむけ、国際

的責任を積極的に果たすよう求める意見書 

 

世 界 的 な 異 常 気 象 や 環 境 破 壊 を 引 き 起 こ し て い る 地 球 の 温 暖 化 を 抑 え

るため、産業革命後の気温の上昇を２度未満にすることを目標に温室効果

ガスの排出を減らしていくことは、国連の気候変動枠組条約にもとづく国

際的な約束である。これまでの「京都議定書」に代わる、すべての国を対

象にした新たな枠組みを、今年末におこなわれる国連気候変動枠組条約第

２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）までに合意することも、繰り返し確認さ

れた国際的な約束である。  
準 備 会 合 な ど で 各 国 の 削 減 目 標 や 途 上 国 の 温 暖 化 対 策 へ の 資 金 援 助 な

どについての議論が続けられている。欧州連合（ＥＵ）、アメリカ、中国

などが相次いで温室効果ガスの排出削減目標などを明らかにするなかで、

世界で５番目の温室効果ガス排出国である日本も、ようやく３０年までに

２０１３年比で２６％削減する政府原案をまとめた意義は大きい。  
よって、地球温暖化の防止に向けて国際的責任を積極的に果たすよう温

室効果ガスの削減を実行すべきである。  
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  

平成２７年７月８日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

外務大臣   岸田 文雄 様  
経済産業大臣 宮沢 洋一 様  
環境大臣   望月 義夫 様  

 

                      千葉県流山市議会 

  



発議第 １３ 号 

 

 

「安保法案（戦争法案）」の慎重審議を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２７年７月８日提出 

         提出者 

流山市議会議員 植田 和子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

  



「安保法案（戦争法案）」の慎重審議を求める意見書 

 

安倍首相は５月１５日、「安保法案（戦争法案）」を提出した。この法案

は昨年７月１日に強行した「集団的自衛権行使容認の閣議決定」の具体化

である。  
法案の提出にあたって安倍首相は、「戦争にはいかない」「自衛隊のリス

クを高めるものではない」「抑止力を高めることでわが国の安全をまもる」

といっているが、野党からは、「世界のどこであっても、アメリカが戦争を

始めたら、自衛隊が『戦闘地域』まで行って軍事支援をして、日本に対す

る武力攻撃がなくても時の政権の判断で『集団的自衛権』を発動し、米国

の先制攻撃の戦争にも参戦することになる」との批判が行われている。  
日本政府の憲法第９条解釈は、一貫して、「日本に武力攻撃がないもとで

の武力の行使は許されない」、「海外での武力の行使は許されない」という

ものだった。また、６月４日に開かれた衆議院憲法調査会での参考人質疑

で、与党自由民主党による推薦も含め３人全員の憲法学者が「違憲」であ

るとしたことは重大である。  
歴代の自由民主党政権ですら「認められない」としてきた自衛隊の武力

行使や、「戦闘地域」での軍事支援まで行えるようにし、アメリカの戦争や

軍事行動に自衛隊がいつでも・どこでも、切れ目なく参加できるという、

これまでの日本のあり方を１８０度転換する解釈改憲を、十分な審議もな

く成立させることは、あってはならない。  
報道各社の世論調査では、「日本が戦争に巻き込まれるかも知れない」と

いう回答が８８％（朝日）、「戦争立法の今国会の成立に反対」が５２％（日

経）である。  重要なことは、「法案の説明不足」と感じている国民は８１．４％
（共同）に上り、与党である自由民主党の支持層で６９．１％、公明党支

持層で８１．７％、安倍首相を支持すると回答した層でも７２％（同）が

丁寧な説明を求めている。  
よって、安保法案（戦争法案）の今国会での採決に反対し、国民への十

分な説明と国会での慎重審議を求める。  
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 
平成２７年７月８日  

 
衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  山崎 正昭 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

外務大臣   岸田 文雄 様  
防衛大臣   中谷 元 様  

  
千葉県流山市議会  


